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第４８号議案

豊川市市税条例の一部改正について

豊川市市税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。

令和２年６月４日提出

豊川市長 竹 本 幸 夫

豊川市市税条例の一部を改正する条例

（豊川市市税条例の一部改正）

第１条 豊川市市税条例（昭和２５年豊川市条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。

第１３条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第３

２１条の８第３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「に

は」に改め、同条第４号中「によって」を「により」に改め、同条第５号中

「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同条第６号中「第３

２１条の８第２２項及び第２３項」を「第３２１条の８第３４項及び第３５

項」に改める。

第１４条中「及び第４項」を削る。

第２０条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第２７

条第２項の表第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第２７条

第２項の表の第１号」を「同号」に、「第３４条第１０項から第１２項ま

で」を「第３４条第９項から第１６項まで」に改める。

第２１条第１項第２号中「、寡夫又は単身児童扶養者」を「又はひとり

親」に改める。

第２７条第２項の表第１号ア中「令第４７条に規定する」を削り、同号オ

中「第２９２条第１項第４号の５」を「第２９２条第１項第４号の２」に改

め、「令第４７条に規定する」を削り、同条第３項中「、同項第２号の連結

事業年度開始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結法人税額の課税

標準の算定期間、又は同項第４号」を「若しくは同項第２号の期間又は同項

第３号」に改める。
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第２９条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」

を「寡婦控除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。

第３０条の３第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条

の２第４項」に改める。

第３０条の４の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」

に改め、同条第１項第３号を削り、同項第４号を同項第３号とする。

第３０条の４の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」

に改め、同条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第

３号を削り、同項第４号を同項第３号とする。

第３４条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第３

１項、第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を

「第９項、第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」

を「第３１項及び第３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、

「第３項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の７第５項及

び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を「第６６条の７第４

項及び第１０項」に、「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３

６項」に改め、同条第３項中「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第

６８条の９３の３第４項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第

９項」に、「第３２１条の８第２５項」を「第３２１条の８第３７項」に改

め、同条第４項中「第３２１条の８第２６項」を「第３２１条の８第３８

項」に改め、同条第５項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８

第３４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３項」に、「、第４項又は第

１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に改

め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条

第２２項」を「同条第３４項」に、「第３２１条の８第２３項」を「第３２

１条の８第３５項」に改め、同条第７項中「第３２１条の８第２２項」を「

第３２１条の８第３４項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１

項」に改め、同項第２号中「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８

第３５項」に改め、同条第９項を削り、同条第１０項中「第３２１条の８第

４２項」を「第３２１条の８第５２項」に、「同条第４２項」を「同条第５
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２項」に、「第１２項」を「第１１項」に改め、同項を同条第９項とし、同

条第１１項を同条第１０項とし、同条第１２項中「第１０項」を「第９項」

に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「第１０項」を「第９

項」に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に改め、同項を

同条第１２項とし、同条第１４項を同条第１３項とし、同条第１５項中「第

１３項」を「第１２項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条

第１４項とし、同条第１６項中「第１３項前段」を「第１２項前段」に、「

第３２１条の８第５１項」を「第３２１条の８第６１項」に、「第１０項」

を「第９項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項中「第１３項

後段」を「第１２項後段」に、「第１５項」を「第１４項」に、「第７５条

の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準用す

る場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」に、「第１０

項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。

第３５条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同

条第２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２

項」に改め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に

改め、「（同条第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結

子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親

法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下

この項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法

人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受け

たこと。次項第２号において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又

は第１９項」を「又は第３１項」に改める。

第３５条の２の２第４項から第６項までを削る。

第３６条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同

条第４項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改

め、「これを」を削り、「課する」を「課することができる」に改め、同項

に後段として次のように加える。

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、

その旨を当該使用者に通知しなければならない。
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第３６条第７項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改

め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「によって」を「により」に、「

第４９条の２」を「第４９条の３」に、「みなす」を「みなすことができ

る」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「によって」を「によ

り」に、「においては」を「には」に、「登録されている」を「登録がされ

ている」に、「みなす」を「みなすことができる」に改め、同項を同条第６

項とし、同条第４項の次に次の１項を加える。

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の

存在が不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者

を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を

課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとする

ときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

第５３条の２の次に次の１条を加える。

（現所有者の申告）

第５３条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以

下この条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の

翌日から３月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長

に提出しなければならない。

⑴ 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人

との関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係）

⑵ 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家

屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合に

おける当該個人の住所及び氏名

⑶ その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

第５４条第１項中「、正当な事由がなくて」を削り、「又は」を「若しく

は」に、「による」を「により、又は現所有者が前条の規定により申告すべ

き事項について正当な事由がなくて」に改める。

第７７条第２項に次のただし書を加える。

ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定
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については、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの０．７本に換算す

るものとする。

第７７条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に

規定する葉巻たばこを除く。）」を加える。

附則第３条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特

例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に

規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。）」に、「この条におい

て同じ」を「この項において同じ」に改め、「（以下この条において「特例

基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「そ

の年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第

２項中「及び第４項」を削り、「特例基準割合適用年中」を「各年の平均貸

付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合が年７．３パーセントの

割合に満たない場合には、その年中」に、「当該特例基準割合適用年」を「

その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算した割合と」に改める。

附則第５条の２第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改める。

附則第６条中「平成３４年度」を「令和４年度」に改める。

附則第７条の３の２第１項中「平成３３年」を「令和３年」に改める。

附則第８条第１項中「平成３３年度」を「令和６年度」に改める。

附則第１０条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第

１項」を加える。

附則第１０条の２第１項及び第２項中「平成３２年度」を「令和５年度」

に改め、同条第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。

附則第１１条の５中「平成３５年度」を「令和５年度」に改め、同条の次

に次の２条を加える。

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例）

第１１条の６ 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響

に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第

２５号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第

５条第４項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しく

は延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料
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金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１

項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をし

た日の属する年中に法附則第６０条第４項に規定する市町村放棄払戻請求

権相当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出したもの

とみなして、第２９条の７の規定を適用する。

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例）

第１１条の７ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイ

ルス感染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第

７条の３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」と

あるのは、「令和１６年度」とする。

附則第１２条中「第１５条の３の２までの」を「第１５条の３の２まで、

第６１条又は第６２条の」に、「又は法」を「又は」に、「第１５条の３の

２まで」」を「第１５条の３の２まで、第６１条若しくは第６２条」」に改

める。

附則第１２条の２中第１６項を第２３項とし、第９項から第１５項までを

７項ずつ繰り下げ、第８項を第１４項とし、同項の次に次の１項を加える。

１５ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定

する条例で定める割合は、４分の３とする。

附則第１２条の２中第７項を第１３項とし、第３項から第６項までを６項

ずつ繰り下げ、第２項の次に次の６項を加える。

３ 法附則第１５条第２６項に規定する条例で定める割合は、２分の１とす

る。

４ 法附則第１５条第２７項第１号に規定する条例で定める割合は、３分の

２とする。

５ 法附則第１５条第２７項第２号に規定する条例で定める割合は、２分の

１とする。

６ 法附則第１５条第２７項第３号に規定する条例で定める割合は、２分の

１とする。

７ 法附則第１５条第２８項第１号に規定する条例で定める割合は、３分の

２とする。
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８ 法附則第１５条第２８項第２号に規定する条例で定める割合は、２分の

１とする。

附則第１２条の２に次の１項を加える。

２４ 法附則第６２条に規定する条例で定める割合は、零とする。

附則第１２条の４の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め

る。

附則第１２条の５の見出し中「平成３１年度又は平成３２年度」を「令和

元年度又は令和２年度」に改め、同条第１項中「平成３１年度分又は平成３

２年度分」を「令和元年度分又は令和２年度分」に改め、同条第２項中「平

成３１年度適用土地又は平成３１年度類似適用土地」を「令和元年度適用土

地又は令和元年度類似適用土地」に、「平成３２年度分」を「令和２年度

分」に改める。

附則第１３条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条

中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。

附則第１３条の３（見出しを含む。）中「平成３２年度」を「令和２年

度」に改める。

附則第１４条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条

中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。

附則第１７条の２第１項中「又は法」を「又は」に、「平成３２年度」を

「令和２年度」に改め、同条第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和３

年３月３１日」に改める。

附則第１７条の３中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に

改める。

附則第２０条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条

中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。

附則第２１条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条

中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。

附則第２２条中「又は第１５条の３」を「、第１５条の３又は第６１条」

に、「又は第２６項」を「又は第３３項」に、「第２６項又は法附則第１５

条若しくは第１５条の３」を「第３３項又は附則第１５条、第１５条の３若
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しくは第６１条」に改める。

第２条 豊川市市税条例の一部を次のように改正する。

第７７条第２項ただし書中「０．７グラム」を「１グラム」に、「０．７

本」を「１本」に改める。

附則第１２条中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」

に、「第６１条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改め

る。

附則第１２条の２第２４項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改め

る。

附則第２２条中「第６１条」を「第６３条」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

⑴ 第１条中豊川市市税条例第７７条第２項にただし書を加える改正規定及

び同条第４項の改正規定並びに附則第５条の規定 令和２年１０月１日

⑵ 第１条中豊川市市税条例第２１条第１項第２号、第２９条の２及び第３

０条の３第１項ただし書の改正規定並びに同条例附則第３条の２第１項

の改正規定及び同条第２項の改正規定（「及び第４項」を削る部分を除

く。）、同条例附則第５条の２第１項、第１０条第１項及び第１０条の２

第３項の改正規定並びに同条例附則第１１条の５の次に２条を加える改正

規定並びに第２条中豊川市市税条例附則第１２条、第１２条の２第２４項

及び第２２条の改正規定並びに次条及び附則第３条の規定 令和３年１月

１日

⑶ 第２条中豊川市市税条例第７７条第２項ただし書の改正規定及び附則第

６条の規定 令和３年１０月１日

⑷ 第１条中豊川市市税条例第１３条、第１４条、第２０条第３項、第２７

条第２項及び第３項、第３４条、第３５条第２項から第４項まで及び第３

５条の２の２第４項から第６項までの改正規定並びに同条例附則第３条の

２第２項の改正規定（「及び第４項」を削る部分に限る。） 令和４年４
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月１日

（延滞金に関する経過措置）

第２条 第１条の規定による改正後の豊川市市税条例（以下「新条例」とい

う。）附則第３条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の

期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金につ

いては、なお従前の例による。

（個人の市民税に関する経過措置）

第３条 新条例第２１条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第２９条の２

及び第３０条の３第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の

例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第４条 新条例第３６条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の

例による。

２ 新条例第３６条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用する。

３ 新条例第５３条の３の規定は、この条例の施行の日以後に、同条に規定す

る現所有者であることを知った者について適用する。

（市たばこ税に関する経過措置）

第５条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべき

であった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

第６条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべき

であった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。

（豊川市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第７条 豊川市市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年豊川市条例第１

６号）の一部を次のように改正する。

附則第１条第４号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」

に改め、同条第５号中「平成３２年４月１日」を「令和２年４月１日」に改

め、同条第６号中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改
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め、同条第７号中「平成３３年１月１日」を「令和３年１月１日」に改め、

同条第８号中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改め、

同条第９号中「平成３４年１０月１日」を「令和４年１０月１日」に改め

る。

附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条第２

項中「平成３３年度」を「令和３年度」に、「平成３２年度分」を「令和２

年度分」に改める。

附則第７条第１項中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」

に改め、同条第２項中「平成３２年１１月２日」を「令和２年１１月２日」

に改め、同条第３項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」

に改め、同条第４項及び第５項中「３２年新条例」を「２年新条例」に改め

る。

附則第９条第１項中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」

に改め、同条第２項中「平成３３年１１月１日」を「令和３年１１月１日」

に改め、同条第３項中「平成３４年３月３１日」を「令和４年３月３１日」

に改め、同条第４項及び第５項中「３３年新条例」を「３年新条例」に改め

る。

理 由

この案を提出するのは、市税制度の適正化を図るため、個人の市民税の非課

税の範囲等の見直し、所有者不明土地等に係る現所有者の申告の制度化等、葉

巻たばこに係る市たばこ税の課税方式の見直し等の措置を講ずるとともに、新

型コロナウイルス感染症等に係る税制上の特例措置を講じ、併せて所要の規定

の整備を行う必要があるからである。
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参考資料 豊川市市税条例の一部を改正する条例の説明（第１条関係）参考資料 豊川市市税条例の一部を改正する条例の説明（第１条関係）参考資料 豊川市市税条例の一部を改正する条例の説明（第１条関係）参考資料 豊川市市税条例の一部を改正する条例の説明（第１条関係）

条 項 規定事項 説 明条 項 規定事項 説 明条 項 規定事項 説 明条 項 規定事項 説 明

総 括 市税制度の適正化を図るため、個人総 括 市税制度の適正化を図るため、個人総 括 市税制度の適正化を図るため、個人総 括 市税制度の適正化を図るため、個人

の市民税の非課税の範囲等の見直し、の市民税の非課税の範囲等の見直し、の市民税の非課税の範囲等の見直し、の市民税の非課税の範囲等の見直し、

所有者不明土地等に係る現所有者の申所有者不明土地等に係る現所有者の申所有者不明土地等に係る現所有者の申所有者不明土地等に係る現所有者の申

告の制度化等、葉巻たばこに係る市た告の制度化等、葉巻たばこに係る市た告の制度化等、葉巻たばこに係る市た告の制度化等、葉巻たばこに係る市た

ばこ税の課税方式の見直し等の措置をばこ税の課税方式の見直し等の措置をばこ税の課税方式の見直し等の措置をばこ税の課税方式の見直し等の措置を

講ずるとともに、新型コロナウイルス講ずるとともに、新型コロナウイルス講ずるとともに、新型コロナウイルス講ずるとともに、新型コロナウイルス

感染症等に係る税制上の特例措置を講感染症等に係る税制上の特例措置を講感染症等に係る税制上の特例措置を講感染症等に係る税制上の特例措置を講

じ、併せて所要の規定の整備を行うもじ、併せて所要の規定の整備を行うもじ、併せて所要の規定の整備を行うもじ、併せて所要の規定の整備を行うも

のである。のである。のである。のである。

第１３条 納期限後に納 規定の整備第１３条 納期限後に納 規定の整備第１３条 納期限後に納 規定の整備第１３条 納期限後に納 規定の整備

付し、又は納付し、又は納付し、又は納付し、又は納

入する税金又入する税金又入する税金又入する税金又

は納入金に係は納入金に係は納入金に係は納入金に係

る延滞金る延滞金る延滞金る延滞金

第１４条 年当たりの割 規定の整備第１４条 年当たりの割 規定の整備第１４条 年当たりの割 規定の整備第１４条 年当たりの割 規定の整備

合の基礎とな合の基礎とな合の基礎とな合の基礎とな

る日数る日数る日数る日数

第２０条 市民税の納税 規定の整備第２０条 市民税の納税 規定の整備第２０条 市民税の納税 規定の整備第２０条 市民税の納税 規定の整備

第３項 義務者等第３項 義務者等第３項 義務者等第３項 義務者等

第２１条 個人の市民税 個人の市民税の非課税の範囲につい第２１条 個人の市民税 個人の市民税の非課税の範囲につい第２１条 個人の市民税 個人の市民税の非課税の範囲につい第２１条 個人の市民税 個人の市民税の非課税の範囲につい

第１項 の非課税の範 て、寡夫及び単身児童扶養者をひとり第１項 の非課税の範 て、寡夫及び単身児童扶養者をひとり第１項 の非課税の範 て、寡夫及び単身児童扶養者をひとり第１項 の非課税の範 て、寡夫及び単身児童扶養者をひとり

囲 親へ見直すものとする。囲 親へ見直すものとする。囲 親へ見直すものとする。囲 親へ見直すものとする。

この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度

分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。

第２７条 均等割の税率 規定の整備第２７条 均等割の税率 規定の整備第２７条 均等割の税率 規定の整備第２７条 均等割の税率 規定の整備

第２項第２項第２項第２項

第３項第３項第３項第３項

第２９条の２ 所得控除 個人の市民税の所得控除について、第２９条の２ 所得控除 個人の市民税の所得控除について、第２９条の２ 所得控除 個人の市民税の所得控除について、第２９条の２ 所得控除 個人の市民税の所得控除について、

寡婦（寡夫）控除額を寡婦控除額及び寡婦（寡夫）控除額を寡婦控除額及び寡婦（寡夫）控除額を寡婦控除額及び寡婦（寡夫）控除額を寡婦控除額及び

ひとり親控除額へ見直すものとする。ひとり親控除額へ見直すものとする。ひとり親控除額へ見直すものとする。ひとり親控除額へ見直すものとする。
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この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度

分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。

第３０条の３ 市民税の申告 規定の整備第３０条の３ 市民税の申告 規定の整備第３０条の３ 市民税の申告 規定の整備第３０条の３ 市民税の申告 規定の整備

第１項 等第１項 等第１項 等第１項 等

第３０条の４の２ 個人の市民税 規定の整備第３０条の４の２ 個人の市民税 規定の整備第３０条の４の２ 個人の市民税 規定の整備第３０条の４の２ 個人の市民税 規定の整備

第１項 に係る給与所第１項 に係る給与所第１項 に係る給与所第１項 に係る給与所

得者の扶養親得者の扶養親得者の扶養親得者の扶養親

族申告書族申告書族申告書族申告書

第３０条の４の３ 個人の市民税 規定の整備第３０条の４の３ 個人の市民税 規定の整備第３０条の４の３ 個人の市民税 規定の整備第３０条の４の３ 個人の市民税 規定の整備

第１項 に係る公的年第１項 に係る公的年第１項 に係る公的年第１項 に係る公的年

金等受給者の金等受給者の金等受給者の金等受給者の

扶養親族申告扶養親族申告扶養親族申告扶養親族申告

書書書書

第３４条 法人の市民税 規定の整備第３４条 法人の市民税 規定の整備第３４条 法人の市民税 規定の整備第３４条 法人の市民税 規定の整備

第１項～ の申告納付第１項～ の申告納付第１項～ の申告納付第１項～ の申告納付

第７項第７項第７項第７項

第９項～第９項～第９項～第９項～

第１６項第１６項第１６項第１６項

第３５条 法人の市民税 規定の整備第３５条 法人の市民税 規定の整備第３５条 法人の市民税 規定の整備第３５条 法人の市民税 規定の整備

第２項 に係る不足税第２項 に係る不足税第２項 に係る不足税第２項 に係る不足税

第３項 額の納付の手第３項 額の納付の手第３項 額の納付の手第３項 額の納付の手

第４項 続第４項 続第４項 続第４項 続

第３５条の２の２ 法人の市民税 規定の整備第３５条の２の２ 法人の市民税 規定の整備第３５条の２の２ 法人の市民税 規定の整備第３５条の２の２ 法人の市民税 規定の整備

第４項 に係る納期限第４項 に係る納期限第４項 に係る納期限第４項 に係る納期限

第５項 の延長の場合第５項 の延長の場合第５項 の延長の場合第５項 の延長の場合

第６項 の延滞金第６項 の延滞金第６項 の延滞金第６項 の延滞金

第３６条 固定資産税の 固定資産の所有者が一定の探索を行第３６条 固定資産税の 固定資産の所有者が一定の探索を行第３６条 固定資産税の 固定資産の所有者が一定の探索を行第３６条 固定資産税の 固定資産の所有者が一定の探索を行

第２項 納税義務者等 ってもなお不明な場合には、その使用第２項 納税義務者等 ってもなお不明な場合には、その使用第２項 納税義務者等 ってもなお不明な場合には、その使用第２項 納税義務者等 ってもなお不明な場合には、その使用

第４項～ 者を所有者とみなして固定資産税を課第４項～ 者を所有者とみなして固定資産税を課第４項～ 者を所有者とみなして固定資産税を課第４項～ 者を所有者とみなして固定資産税を課

第８項 するものとする。第８項 するものとする。第８項 するものとする。第８項 するものとする。

この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度

分の固定資産税について適用する。分の固定資産税について適用する。分の固定資産税について適用する。分の固定資産税について適用する。
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第５３条の３ 現所有者の申 土地又は家屋の登記簿上の所有者が第５３条の３ 現所有者の申 土地又は家屋の登記簿上の所有者が第５３条の３ 現所有者の申 土地又は家屋の登記簿上の所有者が第５３条の３ 現所有者の申 土地又は家屋の登記簿上の所有者が

告 死亡している場合において、現所有者告 死亡している場合において、現所有者告 死亡している場合において、現所有者告 死亡している場合において、現所有者

に対し、住所、氏名その他固定資産税に対し、住所、氏名その他固定資産税に対し、住所、氏名その他固定資産税に対し、住所、氏名その他固定資産税

の賦課徴収に必要な事項を申告させるの賦課徴収に必要な事項を申告させるの賦課徴収に必要な事項を申告させるの賦課徴収に必要な事項を申告させる

ものとする。ものとする。ものとする。ものとする。

第５４条 固定資産の不 土地又は家屋の登記簿上の所有者が第５４条 固定資産の不 土地又は家屋の登記簿上の所有者が第５４条 固定資産の不 土地又は家屋の登記簿上の所有者が第５４条 固定資産の不 土地又は家屋の登記簿上の所有者が

第１項 申告に関する 死亡している場合において、現所有者第１項 申告に関する 死亡している場合において、現所有者第１項 申告に関する 死亡している場合において、現所有者第１項 申告に関する 死亡している場合において、現所有者

過料 が正当な事由がなくて必要な申告をし過料 が正当な事由がなくて必要な申告をし過料 が正当な事由がなくて必要な申告をし過料 が正当な事由がなくて必要な申告をし

なかったときは、１０万円以下の過料なかったときは、１０万円以下の過料なかったときは、１０万円以下の過料なかったときは、１０万円以下の過料

に処するものとする。に処するものとする。に処するものとする。に処するものとする。

第７７条 たばこ税の課 １本当たりの重量が０．７グラム未第７７条 たばこ税の課 １本当たりの重量が０．７グラム未第７７条 たばこ税の課 １本当たりの重量が０．７グラム未第７７条 たばこ税の課 １本当たりの重量が０．７グラム未

第２項 税標準 満の葉巻たばこについて、当該葉巻た第２項 税標準 満の葉巻たばこについて、当該葉巻た第２項 税標準 満の葉巻たばこについて、当該葉巻た第２項 税標準 満の葉巻たばこについて、当該葉巻た

第４項 ばこ１本を紙巻たばこ０．７本に換算第４項 ばこ１本を紙巻たばこ０．７本に換算第４項 ばこ１本を紙巻たばこ０．７本に換算第４項 ばこ１本を紙巻たばこ０．７本に換算

して市たばこ税を計算するものとすして市たばこ税を計算するものとすして市たばこ税を計算するものとすして市たばこ税を計算するものとす

る。る。る。る。

この改正は、令和２年１０月１日以この改正は、令和２年１０月１日以この改正は、令和２年１０月１日以この改正は、令和２年１０月１日以

後に課する葉巻たばこに係る市たばこ後に課する葉巻たばこに係る市たばこ後に課する葉巻たばこに係る市たばこ後に課する葉巻たばこに係る市たばこ

税について適用する。税について適用する。税について適用する。税について適用する。

附則第３条の２ 延滞金の割合 法人市民税の納期限の延長の適用を附則第３条の２ 延滞金の割合 法人市民税の納期限の延長の適用を附則第３条の２ 延滞金の割合 法人市民税の納期限の延長の適用を附則第３条の２ 延滞金の割合 法人市民税の納期限の延長の適用を

第１項 等の特例 受けた場合の延滞金の割合について、第１項 等の特例 受けた場合の延滞金の割合について、第１項 等の特例 受けた場合の延滞金の割合について、第１項 等の特例 受けた場合の延滞金の割合について、

第２項 各年の平均貸付割合に年０．５パーセ第２項 各年の平均貸付割合に年０．５パーセ第２項 各年の平均貸付割合に年０．５パーセ第２項 各年の平均貸付割合に年０．５パーセ

ントの割合を加算した割合が年７．３ントの割合を加算した割合が年７．３ントの割合を加算した割合が年７．３ントの割合を加算した割合が年７．３

パーセントの割合に満たない場合にパーセントの割合に満たない場合にパーセントの割合に満たない場合にパーセントの割合に満たない場合に

は、その年中においては、当該加算しは、その年中においては、当該加算しは、その年中においては、当該加算しは、その年中においては、当該加算し

た割合とするものとする。た割合とするものとする。た割合とするものとする。た割合とするものとする。

この改正は、令和３年１月１日以後この改正は、令和３年１月１日以後この改正は、令和３年１月１日以後この改正は、令和３年１月１日以後

の期間に対応する延滞金について適用の期間に対応する延滞金について適用の期間に対応する延滞金について適用の期間に対応する延滞金について適用

する。する。する。する。

附則第５条の２ 納期限の延長 規定の整備附則第５条の２ 納期限の延長 規定の整備附則第５条の２ 納期限の延長 規定の整備附則第５条の２ 納期限の延長 規定の整備

第１項 に係る延滞金第１項 に係る延滞金第１項 に係る延滞金第１項 に係る延滞金

の特例の特例の特例の特例

附則第６条 特定一般用医 規定の整備附則第６条 特定一般用医 規定の整備附則第６条 特定一般用医 規定の整備附則第６条 特定一般用医 規定の整備

薬品等購入費薬品等購入費薬品等購入費薬品等購入費

を支払った場を支払った場を支払った場を支払った場
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合の医療費控合の医療費控合の医療費控合の医療費控

除の特例除の特例除の特例除の特例

附則第７条の３の 個人の市民税 規定の整備附則第７条の３の 個人の市民税 規定の整備附則第７条の３の 個人の市民税 規定の整備附則第７条の３の 個人の市民税 規定の整備

２ の住宅借入金２ の住宅借入金２ の住宅借入金２ の住宅借入金

第１項 等特別税額控第１項 等特別税額控第１項 等特別税額控第１項 等特別税額控

除除除除

附則第８条 肉用牛の売却 肉用牛の売却による事業所得に係る附則第８条 肉用牛の売却 肉用牛の売却による事業所得に係る附則第８条 肉用牛の売却 肉用牛の売却による事業所得に係る附則第８条 肉用牛の売却 肉用牛の売却による事業所得に係る

第１項 による事業所 市民税の課税の特例の適用期間を３年第１項 による事業所 市民税の課税の特例の適用期間を３年第１項 による事業所 市民税の課税の特例の適用期間を３年第１項 による事業所 市民税の課税の特例の適用期間を３年

得に係る市民 延長し、令和６年度までとするものと得に係る市民 延長し、令和６年度までとするものと得に係る市民 延長し、令和６年度までとするものと得に係る市民 延長し、令和６年度までとするものと

税の課税の特 する。税の課税の特 する。税の課税の特 する。税の課税の特 する。

例例例例

附則第１０条 長期譲渡所得 個人の市民税について、低未利用土附則第１０条 長期譲渡所得 個人の市民税について、低未利用土附則第１０条 長期譲渡所得 個人の市民税について、低未利用土附則第１０条 長期譲渡所得 個人の市民税について、低未利用土

第１項 に係る個人の 地等を譲渡した場合には、当該譲渡に第１項 に係る個人の 地等を譲渡した場合には、当該譲渡に第１項 に係る個人の 地等を譲渡した場合には、当該譲渡に第１項 に係る個人の 地等を譲渡した場合には、当該譲渡に

市民税の課税 係る長期譲渡所得の金額から１００万市民税の課税 係る長期譲渡所得の金額から１００万市民税の課税 係る長期譲渡所得の金額から１００万市民税の課税 係る長期譲渡所得の金額から１００万

の特例 円を控除する特例を設けるものとすの特例 円を控除する特例を設けるものとすの特例 円を控除する特例を設けるものとすの特例 円を控除する特例を設けるものとす

る。る。る。る。

この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度

分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。

附則第１０条の２ 優良住宅地の 優良住宅地の造成等のために土地等附則第１０条の２ 優良住宅地の 優良住宅地の造成等のために土地等附則第１０条の２ 優良住宅地の 優良住宅地の造成等のために土地等附則第１０条の２ 優良住宅地の 優良住宅地の造成等のために土地等

第１項 造成等のため を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る第１項 造成等のため を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る第１項 造成等のため を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る第１項 造成等のため を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る

第２項 に土地等を譲 市民税の課税の特例の適用期間を３年第２項 に土地等を譲 市民税の課税の特例の適用期間を３年第２項 に土地等を譲 市民税の課税の特例の適用期間を３年第２項 に土地等を譲 市民税の課税の特例の適用期間を３年

第３項 渡した場合の 延長し、令和５年度までとするものと第３項 渡した場合の 延長し、令和５年度までとするものと第３項 渡した場合の 延長し、令和５年度までとするものと第３項 渡した場合の 延長し、令和５年度までとするものと

長期譲渡所得 する。長期譲渡所得 する。長期譲渡所得 する。長期譲渡所得 する。

に係る市民税に係る市民税に係る市民税に係る市民税

の課税の特例の課税の特例の課税の特例の課税の特例

附則第１１条の５ 個人の市民税 規定の整備附則第１１条の５ 個人の市民税 規定の整備附則第１１条の５ 個人の市民税 規定の整備附則第１１条の５ 個人の市民税 規定の整備

の税率の特例の税率の特例の税率の特例の税率の特例

附則第１１条の６ 新型コロナウ 新型コロナウイルス感染症等の影響附則第１１条の６ 新型コロナウ 新型コロナウイルス感染症等の影響附則第１１条の６ 新型コロナウ 新型コロナウイルス感染症等の影響附則第１１条の６ 新型コロナウ 新型コロナウイルス感染症等の影響

イルス感染症 によりイベントを中止等した事業者にイルス感染症 によりイベントを中止等した事業者にイルス感染症 によりイベントを中止等した事業者にイルス感染症 によりイベントを中止等した事業者に

等に係る寄附 対する入場料金等の払戻請求権を放棄等に係る寄附 対する入場料金等の払戻請求権を放棄等に係る寄附 対する入場料金等の払戻請求権を放棄等に係る寄附 対する入場料金等の払戻請求権を放棄

金税額控除の した者について、個人の市民税の寄附金税額控除の した者について、個人の市民税の寄附金税額控除の した者について、個人の市民税の寄附金税額控除の した者について、個人の市民税の寄附

特例 金税額控除を適用する特例を定めるも特例 金税額控除を適用する特例を定めるも特例 金税額控除を適用する特例を定めるも特例 金税額控除を適用する特例を定めるも

のとする。のとする。のとする。のとする。

この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度



- 15 -- 15 -- 15 -- 15 -

分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。

附則第１１条の７ 新型コロナウ 新型コロナウイルス感染症等の影響附則第１１条の７ 新型コロナウ 新型コロナウイルス感染症等の影響附則第１１条の７ 新型コロナウ 新型コロナウイルス感染症等の影響附則第１１条の７ 新型コロナウ 新型コロナウイルス感染症等の影響

イルス感染症 により住宅への入居が遅れた者についイルス感染症 により住宅への入居が遅れた者についイルス感染症 により住宅への入居が遅れた者についイルス感染症 により住宅への入居が遅れた者につい

等に係る住宅 て、住宅借入金等特別税額控除の適用等に係る住宅 て、住宅借入金等特別税額控除の適用等に係る住宅 て、住宅借入金等特別税額控除の適用等に係る住宅 て、住宅借入金等特別税額控除の適用

借入金等特別 期間を１年延長し、令和１６年度まで借入金等特別 期間を１年延長し、令和１６年度まで借入金等特別 期間を１年延長し、令和１６年度まで借入金等特別 期間を１年延長し、令和１６年度まで

税額控除の特 とするものとする。税額控除の特 とするものとする。税額控除の特 とするものとする。税額控除の特 とするものとする。

例 この改正は、令和３年度以後の年度例 この改正は、令和３年度以後の年度例 この改正は、令和３年度以後の年度例 この改正は、令和３年度以後の年度

分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。分の個人の市民税について適用する。

附則第１２条 読替規定 規定の整備附則第１２条 読替規定 規定の整備附則第１２条 読替規定 規定の整備附則第１２条 読替規定 規定の整備

附則第１２条の２ 法附則第１５ 次の施設又は償却資産について、固附則第１２条の２ 法附則第１５ 次の施設又は償却資産について、固附則第１２条の２ 法附則第１５ 次の施設又は償却資産について、固附則第１２条の２ 法附則第１５ 次の施設又は償却資産について、固

第３項～ 条第２項第１ 定資産税の課税標準の特例割合を定め第３項～ 条第２項第１ 定資産税の課税標準の特例割合を定め第３項～ 条第２項第１ 定資産税の課税標準の特例割合を定め第３項～ 条第２項第１ 定資産税の課税標準の特例割合を定め

第２４項 号等の条例で るものとする。第２４項 号等の条例で るものとする。第２４項 号等の条例で るものとする。第２４項 号等の条例で るものとする。

定める割合 ⑴ 津波防災地域づくりに関する法定める割合 ⑴ 津波防災地域づくりに関する法定める割合 ⑴ 津波防災地域づくりに関する法定める割合 ⑴ 津波防災地域づくりに関する法

律に規定する津波対策の用に供す律に規定する津波対策の用に供す律に規定する津波対策の用に供す律に規定する津波対策の用に供す

る償却資産 ２分の１る償却資産 ２分の１る償却資産 ２分の１る償却資産 ２分の１

⑵ 津波防災地域づくりに関する法⑵ 津波防災地域づくりに関する法⑵ 津波防災地域づくりに関する法⑵ 津波防災地域づくりに関する法

律に規定する指定避難施設若しく律に規定する指定避難施設若しく律に規定する指定避難施設若しく律に規定する指定避難施設若しく

は協定避難施設又はそれらに附属は協定避難施設又はそれらに附属は協定避難施設又はそれらに附属は協定避難施設又はそれらに附属

する避難の用に供する償却資産する避難の用に供する償却資産する避難の用に供する償却資産する避難の用に供する償却資産

２分の１又は３分の２２分の１又は３分の２２分の１又は３分の２２分の１又は３分の２

⑶ 電気事業者による再生可能エネ⑶ 電気事業者による再生可能エネ⑶ 電気事業者による再生可能エネ⑶ 電気事業者による再生可能エネ

ルギー電気の調達に関する特別措ルギー電気の調達に関する特別措ルギー電気の調達に関する特別措ルギー電気の調達に関する特別措

置法に規定する特定水力発電設備置法に規定する特定水力発電設備置法に規定する特定水力発電設備置法に規定する特定水力発電設備

４分の３４分の３４分の３４分の３

⑷ 新型コロナウイルス感染症等に⑷ 新型コロナウイルス感染症等に⑷ 新型コロナウイルス感染症等に⑷ 新型コロナウイルス感染症等に

係る生産性向上特別措置法に規定係る生産性向上特別措置法に規定係る生産性向上特別措置法に規定係る生産性向上特別措置法に規定

する先端設備等に該当する事業用する先端設備等に該当する事業用する先端設備等に該当する事業用する先端設備等に該当する事業用

家屋及び構築物 零家屋及び構築物 零家屋及び構築物 零家屋及び構築物 零

この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度この改正は、令和３年度以後の年度

分の固定資産税について適用する。分の固定資産税について適用する。分の固定資産税について適用する。分の固定資産税について適用する。

附則第１２条の４ 土地に対して 規定の整備附則第１２条の４ 土地に対して 規定の整備附則第１２条の４ 土地に対して 規定の整備附則第１２条の４ 土地に対して 規定の整備

課する平成３課する平成３課する平成３課する平成３

０年度から令０年度から令０年度から令０年度から令

和２年度まで和２年度まで和２年度まで和２年度まで

の各年度分のの各年度分のの各年度分のの各年度分の

固定資産税及固定資産税及固定資産税及固定資産税及
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び都市計画税び都市計画税び都市計画税び都市計画税

の特例に関すの特例に関すの特例に関すの特例に関す

る用語の意義る用語の意義る用語の意義る用語の意義

附則第１２条の５ 令和元年度又 規定の整備附則第１２条の５ 令和元年度又 規定の整備附則第１２条の５ 令和元年度又 規定の整備附則第１２条の５ 令和元年度又 規定の整備

第１項 は令和２年度第１項 は令和２年度第１項 は令和２年度第１項 は令和２年度

第２項 における土地第２項 における土地第２項 における土地第２項 における土地

の価格の特例の価格の特例の価格の特例の価格の特例

附則第１３条 宅地等に対し 規定の整備附則第１３条 宅地等に対し 規定の整備附則第１３条 宅地等に対し 規定の整備附則第１３条 宅地等に対し 規定の整備

第１項～ て課する平成第１項～ て課する平成第１項～ て課する平成第１項～ て課する平成

第５項 ３０年度から第５項 ３０年度から第５項 ３０年度から第５項 ３０年度から

令和２年度ま令和２年度ま令和２年度ま令和２年度ま

での各年度分での各年度分での各年度分での各年度分

の固定資産税の固定資産税の固定資産税の固定資産税

の特例の特例の特例の特例

附則第１３条の３ 用途変更宅地 規定の整備附則第１３条の３ 用途変更宅地 規定の整備附則第１３条の３ 用途変更宅地 規定の整備附則第１３条の３ 用途変更宅地 規定の整備

等及び類似用等及び類似用等及び類似用等及び類似用

途変更宅地等途変更宅地等途変更宅地等途変更宅地等

に対して課すに対して課すに対して課すに対して課す

る平成３０年る平成３０年る平成３０年る平成３０年

度から令和２度から令和２度から令和２度から令和２

年度までの各年度までの各年度までの各年度までの各

年度分の固定年度分の固定年度分の固定年度分の固定

資産税の課税資産税の課税資産税の課税資産税の課税

の特例の特例の特例の特例

附則第１４条 農地に対して 規定の整備附則第１４条 農地に対して 規定の整備附則第１４条 農地に対して 規定の整備附則第１４条 農地に対して 規定の整備

課する平成３課する平成３課する平成３課する平成３

０年度から令０年度から令０年度から令０年度から令

和２年度まで和２年度まで和２年度まで和２年度まで

の各年度分のの各年度分のの各年度分のの各年度分の

固定資産税の固定資産税の固定資産税の固定資産税の

特例特例特例特例

附則第１７条の２ 特別土地保有 規定の整備附則第１７条の２ 特別土地保有 規定の整備附則第１７条の２ 特別土地保有 規定の整備附則第１７条の２ 特別土地保有 規定の整備

第１項 税の課税の特第１項 税の課税の特第１項 税の課税の特第１項 税の課税の特

第２項 例第２項 例第２項 例第２項 例
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附則第１７条の３ 軽自動車税の 新型コロナウイルス感染症等の影響附則第１７条の３ 軽自動車税の 新型コロナウイルス感染症等の影響附則第１７条の３ 軽自動車税の 新型コロナウイルス感染症等の影響附則第１７条の３ 軽自動車税の 新型コロナウイルス感染症等の影響

環境性能割の を緩和するための措置として、軽自動環境性能割の を緩和するための措置として、軽自動環境性能割の を緩和するための措置として、軽自動環境性能割の を緩和するための措置として、軽自動

非課税 車税の環境性能割の非課税措置及び税非課税 車税の環境性能割の非課税措置及び税非課税 車税の環境性能割の非課税措置及び税非課税 車税の環境性能割の非課税措置及び税

率の特例措置の適用期間を６箇月延長率の特例措置の適用期間を６箇月延長率の特例措置の適用期間を６箇月延長率の特例措置の適用期間を６箇月延長

し、令和３年３月３１日までとするもし、令和３年３月３１日までとするもし、令和３年３月３１日までとするもし、令和３年３月３１日までとするも

のとする。のとする。のとする。のとする。

附則第２０条 宅地等に対し 規定の整備附則第２０条 宅地等に対し 規定の整備附則第２０条 宅地等に対し 規定の整備附則第２０条 宅地等に対し 規定の整備

第１項～ て課する平成第１項～ て課する平成第１項～ て課する平成第１項～ て課する平成

第５項 ３０年度から第５項 ３０年度から第５項 ３０年度から第５項 ３０年度から

令和２年度ま令和２年度ま令和２年度ま令和２年度ま

での各年度分での各年度分での各年度分での各年度分

の都市計画税の都市計画税の都市計画税の都市計画税

の特例の特例の特例の特例

附則第２１条 農地に対して 規定の整備附則第２１条 農地に対して 規定の整備附則第２１条 農地に対して 規定の整備附則第２１条 農地に対して 規定の整備

課する平成３課する平成３課する平成３課する平成３

０年度から令０年度から令０年度から令０年度から令

和２年度まで和２年度まで和２年度まで和２年度まで

の各年度分のの各年度分のの各年度分のの各年度分の

都市計画税の都市計画税の都市計画税の都市計画税の

特例特例特例特例

附則第２２条 読替規定 規定の整備附則第２２条 読替規定 規定の整備附則第２２条 読替規定 規定の整備附則第２２条 読替規定 規定の整備
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参考資料 豊川市市税条例の一部を改正する条例の説明（第２条関係）参考資料 豊川市市税条例の一部を改正する条例の説明（第２条関係）参考資料 豊川市市税条例の一部を改正する条例の説明（第２条関係）参考資料 豊川市市税条例の一部を改正する条例の説明（第２条関係）

条 項 規定事項 説 明条 項 規定事項 説 明条 項 規定事項 説 明条 項 規定事項 説 明

第７７条 たばこ税の課 １本当たりの重量が１グラム未満の第７７条 たばこ税の課 １本当たりの重量が１グラム未満の第７７条 たばこ税の課 １本当たりの重量が１グラム未満の第７７条 たばこ税の課 １本当たりの重量が１グラム未満の

第２項 税標準 葉巻たばこについて、当該葉巻たばこ第２項 税標準 葉巻たばこについて、当該葉巻たばこ第２項 税標準 葉巻たばこについて、当該葉巻たばこ第２項 税標準 葉巻たばこについて、当該葉巻たばこ

１本を紙巻たばこ１本に換算して市た１本を紙巻たばこ１本に換算して市た１本を紙巻たばこ１本に換算して市た１本を紙巻たばこ１本に換算して市た

ばこ税を計算するものとする。ばこ税を計算するものとする。ばこ税を計算するものとする。ばこ税を計算するものとする。

この改正は、令和３年１０月１日以この改正は、令和３年１０月１日以この改正は、令和３年１０月１日以この改正は、令和３年１０月１日以

後に課する葉巻たばこに係る市たばこ後に課する葉巻たばこに係る市たばこ後に課する葉巻たばこに係る市たばこ後に課する葉巻たばこに係る市たばこ

税について適用する。税について適用する。税について適用する。税について適用する。

附則第１２条 読替規定 規定の整備附則第１２条 読替規定 規定の整備附則第１２条 読替規定 規定の整備附則第１２条 読替規定 規定の整備

附則第１２条の２ 法附則第１５ 規定の整備附則第１２条の２ 法附則第１５ 規定の整備附則第１２条の２ 法附則第１５ 規定の整備附則第１２条の２ 法附則第１５ 規定の整備

第２４項 条第２項第１第２４項 条第２項第１第２４項 条第２項第１第２４項 条第２項第１

号等の条例で号等の条例で号等の条例で号等の条例で

定める割合定める割合定める割合定める割合

附則第２２条 読替規定 規定の整備附則第２２条 読替規定 規定の整備附則第２２条 読替規定 規定の整備附則第２２条 読替規定 規定の整備


